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　助成金受給のための提出書類Ⅵ　助成金間の併給調整
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【表の見方】

1

2 ※：同一障害者をもって当該助成金は受給できません。

●：同一障害者をもって当該助成金は受給できません。この場合はどちらかの助成金を選択することとなります。

△：賃借の対象住宅に対象障害者を入居させるための配慮のための改修工事の場合は、併給調整の対象としません。

▲：助成金の支給対象期間内において、同一の障害者をもって、第２号職場適応援助者助成金の支給対象となった時は、当該助成金の支給対象障害者にすることはできません。

3 旧制度の｢重度障害者職場適応助成金」については、平成7年9月30日以前に受給資格の認定を受理したものは除きます。

4

5 の部分については、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の事業計画書の作成時に業務受託法人にご照会願います。

　　　助成金の支給にあたっては、同一障害者について２種類以上の助成金を併給できない場合があります。
　　その概要は以下のとおりとなっていますのでご留意してください。
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第２種　　　　(賃借）（旧）
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表左側の□内に記載の過去に受けた各助成金に対して、表上部に記載の認定申請しようとする他の助成金（以下「当該助成金」）との併給調整の概要が表示されています。

○：同一事業所や同一施設をもって当該助成金は受給できないなどの調整があります。

◎：住宅を設置しなかった場合に限り受給できます。ただし、支給限度額は、過去に受給した重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額とその限度額の差額と、住宅の新築等助成金
の限度額とのいずれか低いほうになります。

旧制度の｢重度障害者特別雇用管理助成金」の対象となった障害者については、□内の記載の助成金中｢障害者介助等助成金」及び「重度障害者等通勤対策助成金」のそれぞれに該当する項
目に当てはめてください。

認定申請しようとする
　　　　　　　　　助成金

過去に受けた助成金

1 助成金を受給するためには、次表の書類が必要になります。

提出書類名が色文字になっているものについては、用紙を業務受託法人に用意しております。

2 認定申請、支給請求に当たっては、各申請書等の記入上の注意をお読みください。

3 次表の書類のほか、審査に当たって、他の関係書類を提出していただく場合があります。

障害者助成金支給請求書(15)（様式第529号）

（重度中途障害者等職場適応助成金の認定申請）

（重度中途障害者等職場適応助成金の支給請求）

認定申請の手続に必要とする書類

２ 事業計画書(9)（助添付様式第38号）

５

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（写）
支給対象となる障害者が「週15時間以上20時間未満」の精神障害者の場合
①雇用契約書(写)（「週15時間以上20時間未満」の記述のあるもの
②タイムカード等出勤簿(写)又は賃金台帳(写)(週15時間以上20時間未満であることが
　確認できるもの）

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（写）
支給期間中に支給対象障害者が離職した
場合にのみ添付

３

支給対象障害者が重度身体障害者、精神
障害者の場合不要、直近１カ月分

２

支給対象となる障害者が平成19年10月1日以降に新規雇い入れ又は週の所定労働時間に
変更があった場合
①雇用契約書(写)
②タイムカード等出勤簿(写)又は賃金台帳(写)（「週20時間以上30時間未満」である
か
　｢30時間以上」であるかが確認できるもの）

支給対象障害者が重度身体障害者、精神
障害者の場合不要

項　事　意　注類　　書　　出　　提

１

障害者職業センターにおける職場復帰のための職業リハビリテーションの措置を受け
た者は障害者職業センターが本人に交付する利用証明書(中途精神障害者の場合)

６

支給対象となる障害者が平成19年10月1日以降に新規雇い入れ又は週の所定労働時間に
変更があった場合
①雇用契約書(写)
②タイムカード等出勤簿(写)又は賃金台帳(写)（「週20時間以上30時間未満」である
か
　｢30時間以上」であるかが確認できるもの）

１ 障害者助成金受給資格認定申請書(15)（様式第515号）

３
身体障害者手帳（写）、療育手帳（写）、精神障害者保健福祉手帳（写）等支給対象
となる障害者の障害の種類、程度を証明するもの

４

項　事　意　注類　　書　　出　　提

認定申請の手続に必要とする書類

タイムカード等出勤簿(写)等は、直近の
１カ月分

Ⅶ　助成金受給のための提出書類
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事業計画書(3)(助添付様式第9号）
事業計画書(6)(助添付様式第8号）

８

７

就業規則、賃金規程
時間外割増賃金の基礎となる賃金が明記され
ていない場合は、それを証明するものを併せ
て添付

国等の公共機関から補助金等を受ける場合は補助金等の
対象項目別補助額を記載した補助金等申請書（写）又は
決定通知書（写）

国等の公共機関から補助金等を受ける場合に
添付

11
委嘱予定医師が指定医・産業医又は専門医であることが
判る書類

在
宅
勤
務
コ

デ

ネ

タ

委
嘱

注　意　事　項

・雇入れ予定者の場合は、第１回目の支給
　請求時に添付（認定時には雇用契約書・
　労働条件通知書（写）等、雇用予定日が
　確認できる書面を添付）
・安定所紹介の精神障害者の場合は、精神
　障害者保健福祉手帳の交付、社会適応訓
　練及び職業リハビリテーションの措置を
　受けていない者でも可

・雇入れ予定者の場合は、第１回目の支給
　請求時に添付
・５は、支給対象障害者が重度身体障害
　者、重度知的障害者、精神障害者である
　場合は不要、直近１か月分

認定申請の手続に必要とする書類

提　　出　　書　　類

障害者助成金受給資格認定申請書(4)（様式第504号）

職
場
介
助
者

配
置

職
場
介
助
者

委
嘱

手
話
通
訳
担
当
者

健
康
相
談
医
師

職
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

配
置

職
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

委
嘱

在
宅
勤
務
コ

デ

ネ

タ

配
置

４

１

身体障害者手帳(写)、療育手帳(写)、精神障害者保健福
祉手帳(写)等支給対象となる障害者の障害の種類、程度
を証明するもの

精神障害者の場合
①精神障害者保健福祉手帳(写)等支給対象となる障害
　者の障害の種類、程度を証明するもの
②精神障害者社会適応訓練受講証明書(受講者の場合)
③障害者職業センターにおける職場復帰のための職業リ
　ハビリテーションの措置を受けている者は障害者職業
　センターが本人に交付する利用証明書(写)(中途精
　神障害者の場合)

雇用保険被保険者資格取得確認通知書(写)
※配置される職場介助者、職業コンサルタント及び在宅
勤務コーディネーターについても添付

３

２

５

支給対象となる障害者が平成19年10月1日以降に新規雇い
入れ又は週の所定労働時間に変更があった場合
①雇用契約書(写)
②タイムカード等出勤簿(写)又は賃金台帳(写)(「週20時
間以上30時間未満」であるか「30時間以上」であるかが
確認できるもの）

６
雇用契約書等（写）（在宅勤務者であることが確認でき
るもの）

付添に合場の人法祉福会社が主業事請申）写（書告報算決の間年１去過31

９ 委嘱契約書（写）又は（案）
委嘱契約書（案）の場合は、第１回目の支給
請求時に委嘱契約書（写）を添付

10
公共職業安定所から手話通訳協力員として委嘱されてい
る場合は委嘱書（写）、又は、聴覚、音声、言語証明者
の関係団体等が行う手話講習会の修了証書等（写）

12

（職場介助者の配置または委嘱助成金（職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金を含みます。）、
手話通訳担当者の委嘱助成金、健康相談医師の委嘱助成金、職業コンサルタントの配置または委嘱助成金、在宅
勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金の認定申請）

●

● ● ●

●

●

●

●

●

● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●
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● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ●

（職場介助者の配置または委嘱助成金（職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金を含みます。）、
手話通訳担当者の委嘱助成金、健康相談医師の委嘱助成金、職業コンサルタントの配置または委嘱助成金、在宅
勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金の支給請求）

10

支給対象となる障害者が平成19年10月1日以降に新規雇い
入れ又は週の所定労働時間に変更があった場合
①雇用契約書(写)
②タイムカード等出勤簿(写)又は賃金台帳(写)（｢週20時
間以上30時間未満」であるか「30時間以上」であるかが
確認できるもの）(支給対象期間の最終月分)

・認定申請時に雇入れ予定であった者のみ第
　１回目の支給請求時に添付
・支給対象障害者が重度身体障害者、重度知
　的障害者、精神障害者である場合は不要、
　直近１カ月分
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支給請求の手続に必要とする書類
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置
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タ

委
嘱

注　意　事　項

１
障害者助成金支給請求書(10）（様式第532号）
障害者助成金支給請求書(11）（様式第533号）
障害者助成金支給請求書(16）（様式第530号）

職
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

委
嘱

提　　出　　書　　類

職
場
介
助
者

配
置

４
助成金の支給請求対象期間に係る職場介助者、職業コン
サルタント又は在宅勤務コーディネーターの賃金台帳
（写）

原則として賃金台帳とするが、賃金明細書
（写）であっても差し支えない

支払い証拠書類

３
職業コンサルタント（委嘱）等実施状況証明書（助添付
様式第19号）

２ 介助状況証明書（助添付様式第20号）

６
・変更がある場合にのみ添付
・時間外割増賃金の基礎となる賃金が明記さ
れていない場合はそれを証明するものを添付

５

（配置の場合）第１回目の支給請求対象期間
の最終月のみ添付
（委嘱の場合）領収書添付の場合は第１回目
の支給請求対象期間の最終月に支払った委嘱
費の額を記載している現金出納簿（写・原本
証明付与）等を第１回目の支給請求時に添付

就業規則、賃金規程

　(銀行振込によらない場合）

③領収書（写）（銀行振込によらない場合）

②賃金台帳等に賃金の受領印のあるもの（写）

①銀行振込金受領書（写）

７
認定申請書に添付する前表２及び４の書類（認定申請時
に雇入れ予定であった者のみ第１回目に添付）

９ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（写）
支給期間中に支給対象障害者が離職した場合
にのみ添付

８
認定申請書に添付する前表２，３，４及び５の書類（認
定申請時に雇入れ予定であった者のみ第１回目に添付）

安定所紹介の精神障害者の場合は、手帳の交
付、社会適応訓練及び職業リハビリテーショ
ンの措置を受けていない者でも可

11
国等の公共機関から補助金等を受ける場合は補助金等の
対象項目別補助額を記載した補助金等申請書（写）又は
決定通知書（写）

国等の公共機関から補助金等を受ける場合に
添付

12
在宅勤務者を雇用するために初めて設計・整備された労
務管理・雇用管理制度、就業規則等（写）等

第１回目の支給請求時にのみ添付
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● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

●
　
※

● ● ● ●
　
※

● ●
　
※

●

● ● ● ● ● ●

● ●

　
●

　
●

● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

●

●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事業計画書(3)(助添付様式第9号）
事業計画書(6)(助添付様式第8号）

８

７

就業規則、賃金規程
時間外割増賃金の基礎となる賃金が明記され
ていない場合は、それを証明するものを併せ
て添付

国等の公共機関から補助金等を受ける場合は補助金等の
対象項目別補助額を記載した補助金等申請書（写）又は
決定通知書（写）

国等の公共機関から補助金等を受ける場合に
添付

11
委嘱予定医師が指定医・産業医又は専門医であることが
判る書類

在
宅
勤
務
コ

デ

ネ

タ

委
嘱

注　意　事　項

・雇入れ予定者の場合は、第１回目の支給
　請求時に添付（認定時には雇用契約書・
　労働条件通知書（写）等、雇用予定日が
　確認できる書面を添付）
・安定所紹介の精神障害者の場合は、精神
　障害者保健福祉手帳の交付、社会適応訓
　練及び職業リハビリテーションの措置を
　受けていない者でも可

・雇入れ予定者の場合は、第１回目の支給
　請求時に添付
・５は、支給対象障害者が重度身体障害
　者、重度知的障害者、精神障害者である
　場合は不要、直近１か月分

認定申請の手続に必要とする書類

提　　出　　書　　類

障害者助成金受給資格認定申請書(4)（様式第504号）

職
場
介
助
者

配
置

職
場
介
助
者

委
嘱

手
話
通
訳
担
当
者

健
康
相
談
医
師

職
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

配
置

職
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

委
嘱

在
宅
勤
務
コ

デ

ネ

タ

配
置

４

１

身体障害者手帳(写)、療育手帳(写)、精神障害者保健福
祉手帳(写)等支給対象となる障害者の障害の種類、程度
を証明するもの

精神障害者の場合
①精神障害者保健福祉手帳(写)等支給対象となる障害
　者の障害の種類、程度を証明するもの
②精神障害者社会適応訓練受講証明書(受講者の場合)
③障害者職業センターにおける職場復帰のための職業リ
　ハビリテーションの措置を受けている者は障害者職業
　センターが本人に交付する利用証明書(写)(中途精
　神障害者の場合)

雇用保険被保険者資格取得確認通知書(写)
※配置される職場介助者、職業コンサルタント及び在宅
勤務コーディネーターについても添付

３

２

５

支給対象となる障害者が平成19年10月1日以降に新規雇い
入れ又は週の所定労働時間に変更があった場合
①雇用契約書(写)
②タイムカード等出勤簿(写)又は賃金台帳(写)(「週20時
間以上30時間未満」であるか「30時間以上」であるかが
確認できるもの）

６
雇用契約書等（写）（在宅勤務者であることが確認でき
るもの）

付添に合場の人法祉福会社が主業事請申）写（書告報算決の間年１去過31

９ 委嘱契約書（写）又は（案）
委嘱契約書（案）の場合は、第１回目の支給
請求時に委嘱契約書（写）を添付

10
公共職業安定所から手話通訳協力員として委嘱されてい
る場合は委嘱書（写）、又は、聴覚、音声、言語証明者
の関係団体等が行う手話講習会の修了証書等（写）

12

（職場介助者の配置または委嘱助成金（職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金を含みます。）、
手話通訳担当者の委嘱助成金、健康相談医師の委嘱助成金、職業コンサルタントの配置または委嘱助成金、在宅
勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金の認定申請）

●

● ● ●

●

●

●

●

●

● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ●

（職場介助者の配置または委嘱助成金（職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金を含みます。）、
手話通訳担当者の委嘱助成金、健康相談医師の委嘱助成金、職業コンサルタントの配置または委嘱助成金、在宅
勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金の支給請求）

10

支給対象となる障害者が平成19年10月1日以降に新規雇い
入れ又は週の所定労働時間に変更があった場合
①雇用契約書(写)
②タイムカード等出勤簿(写)又は賃金台帳(写)（｢週20時
間以上30時間未満」であるか「30時間以上」であるかが
確認できるもの）(支給対象期間の最終月分)

・認定申請時に雇入れ予定であった者のみ第
　１回目の支給請求時に添付
・支給対象障害者が重度身体障害者、重度知
　的障害者、精神障害者である場合は不要、
　直近１カ月分

職
場
介
助
者

委
嘱

手
話
通
訳
担
当
者

健
康
相
談
医
師

職
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

配
置

支給請求の手続に必要とする書類

在
宅
勤
務
コ

デ

ネ

タ

配
置

在
宅
勤
務
コ

デ

ネ

タ

委
嘱

注　意　事　項

１
障害者助成金支給請求書(10）（様式第532号）
障害者助成金支給請求書(11）（様式第533号）
障害者助成金支給請求書(16）（様式第530号）

職
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

委
嘱

提　　出　　書　　類

職
場
介
助
者

配
置

４
助成金の支給請求対象期間に係る職場介助者、職業コン
サルタント又は在宅勤務コーディネーターの賃金台帳
（写）

原則として賃金台帳とするが、賃金明細書
（写）であっても差し支えない

支払い証拠書類

３
職業コンサルタント（委嘱）等実施状況証明書（助添付
様式第19号）

２ 介助状況証明書（助添付様式第20号）

６
・変更がある場合にのみ添付
・時間外割増賃金の基礎となる賃金が明記さ
れていない場合はそれを証明するものを添付

５

（配置の場合）第１回目の支給請求対象期間
の最終月のみ添付
（委嘱の場合）領収書添付の場合は第１回目
の支給請求対象期間の最終月に支払った委嘱
費の額を記載している現金出納簿（写・原本
証明付与）等を第１回目の支給請求時に添付

就業規則、賃金規程

　(銀行振込によらない場合）

③領収書（写）（銀行振込によらない場合）

②賃金台帳等に賃金の受領印のあるもの（写）

①銀行振込金受領書（写）

７
認定申請書に添付する前表２及び４の書類（認定申請時
に雇入れ予定であった者のみ第１回目に添付）

９ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（写）
支給期間中に支給対象障害者が離職した場合
にのみ添付

８
認定申請書に添付する前表２，３，４及び５の書類（認
定申請時に雇入れ予定であった者のみ第１回目に添付）

安定所紹介の精神障害者の場合は、手帳の交
付、社会適応訓練及び職業リハビリテーショ
ンの措置を受けていない者でも可

11
国等の公共機関から補助金等を受ける場合は補助金等の
対象項目別補助額を記載した補助金等申請書（写）又は
決定通知書（写）

国等の公共機関から補助金等を受ける場合に
添付

12
在宅勤務者を雇用するために初めて設計・整備された労
務管理・雇用管理制度、就業規則等（写）等

第１回目の支給請求時にのみ添付

Ⅶ　助成金受給のための提出書類
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（業務遂行援助者の配置助成金の認定申請）

（業務遂行援助者の配置助成金の支給請求）

支給請求の手続に必要とする書類

４

平成19年10月１日以降に新規雇入れ又は週の所定労働時間に変更があった場合（３の
雇用保険被保険者資格取得確認通知書に併せて必要）
①雇用契約書（写）
②タイムカード等出勤簿（写）又は賃金台帳（写）（「週20時間以上30時間未満」で
　あるか「30時間以上」であるかが確認できるもの

５

１０ 過去１年間の決算報告書（写）

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（写）
支給対象となる障害者で「週15時間以上20時間未満」の精神障害者の場合
①雇用契約書（写）（「週15時間以上20時間未満」の記述のあるもの）
②タイムカード等出勤簿(写)又は賃金台帳(写)（週15時間以上20時間未満であること
　が確認できるもの）

３

・２の精神障害者保健福祉手帳（写）を
　添付した場合は不要
・６を添付した場合は、２の精神障害者
　保健福祉手帳（写）は不要

８ 認定申請時における業務遂行援助者の賃金台帳（写）

９
国等の公共機関から補助金等を受ける場合は補助金等の対象項目別補助額を記載した
補助金等申請書（写）又は決定通知書（写）

国等の公共機関から補助金等を受ける場
合に添付

７ 事業計画書（３の２）（助添付様式第10号）

項　事　意　注類　　書　　出　　提

認定申請の手続に必要とする書類

１ 障害者助成金受給資格認定申請書(5)（様式第505号）

・安定所紹介の精神障害者の場合は、精
　神障害者保健福祉手帳（写）は不要
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書
　（写）は、支給対象障害者、業務遂行
　援助者の双方について必要
・３の②については、直近の１カ月分
・４は、支給対象障害者、業務遂行援助
　者の双方について必要、直近１カ月分
・２の精神障害者保健福祉手帳（写）を
　添付した場合は、５は不要
・５を添付した場合は、２の精神障害者
　保健福祉手帳（写）は不要

精神障害者社会適応訓練を受講した者は受講証明書
（社会適応訓練を受講した精神障害者の場合）

６
障害者職業センターにおける職場復帰のための職業リハビリテーションの措置を受け
た者は障害者職業センターが本人に交付する利用証明書(中途精神障害者の場合)

２
療育手帳（写）、精神障害者保健福祉手帳（写）等支給対象となる障害者の障害の種
類、程度を証明するもの

３

申請事業主が社会福祉法人の場合に添付

２

雇用保険被保険者資格取得確認通知書（写）
支給対象となる障害者が「週15時間以上20時間未満」の精神障害者の場合
①雇用契約書（写）（「週15時間以上20時間未満」の記述のあるもの）
②タイムカード等出勤簿（写）又は賃金台帳（写）（週15時間以上20時間未満である
　ことが確認できるもの）（支給請求対象期間の最終月分）

・認定申請時に雇入れ予定であった者の
　み第１回目の支給請求書に添付
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書
　（写）は、支給対象障害者、業務遂行
　援助者の双方について必要
・２の②については直近の１カ月分
・３は、支給対象障害者、業務遂行援助
　者の双方について必要、直近１カ月分

項　事　意　注類　　書　　出　　提

１ 障害者助成金支給請求書(12)（様式第534号）

平成19年10月１日以降に新規雇入れ又は週の所定労働時間に変更があった場合（２の
雇用保険被保険者資格取得確認通知書が、従来の一般、短時間の表記のないものであ
る場合に当該通知書に併せて必要）
①雇用契約書（写）
②タイムカード等出勤簿（写）又は賃金台帳（写）（「週20時間以上30時間未満」で
　あるか「30時間以上」であるかが確認できるもの

４ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（写）
支給期間中に支給対象障害者が離職した
場合にのみ添付

５
国等の公共機関から補助金等を受ける場合は補助金等の対象項目別補助額を記載した
補助金等申請書（写）又は決定通知書（写）

国等の公共機関から補助金等を受ける場
合に添付

・３の精神障害者保健福祉手帳を添付し
　た場合は、６又は７は不要
・６又は７を添付した場合は、３の精神
　障害者保健福祉手帳は不要

事業計画書(8)(助添付様式第42号)

５

平成19年10月1日以降に新規雇い入れ又は週の所定労働時間に変更があった場合
①雇用契約書(写)
②タイムカード等出勤簿(写)又は賃金台帳(写)(「週20時間以上30時間未満」であるか
 「30時間以上」であるかが確認できるもの)

３
身体障害者手帳(写)、 療育手帳(写)、 精神障害者保健福祉手帳(写)、発達障害者で
あることを証明する書類等支援対象障害者の障害の種類、程度を証明するもの

６
精神障害者社会適応訓練を受講した者は受講証明書
(社会適応訓練を受講した精神障害者の場合)

（第２号職場適応援助者助成金の認定申請）

（第２号職場適応援助者助成金の支給請求）

認定申請の手続に必要とする書類

・地域障害者職業センターが策定した職
　業リハビリテーション計画及び支援計
　画に基づき支援を実施する場合につい
　ては不要
・安定所紹介の精神障害者の場合は、手
　帳の交付、社会適応訓練及び職業リハ
　ビリテーションの措置を受けていない
　者でも可

①及び②については、週の所定労働時間
が15時間以上20時間未満であることが確
認できるもの

７
障害者職業センターにおける職場復帰のための職業リハビリテーションの措置を受け
ている者は障害者職業センターが本人に交付する利用証明書(中途精神障害者の場合)

２

職場的応援助者の第２号職場適応援助者養成研修修了証書(写)及び雇用保険被保険者
資格取得確認通知書(写)

・研修を未だ受講していない場合は、研
　修修了証書(写)は支給請求時に添付
・研修未修了者で、一定の実務経験を
　有する者については、経歴書を添付

認定申請時に添付した場合は不要

９ 就業規則、賃金規程

１ 障害者助成金支給請求書(18)（様式第538号）

８
国等の公共機関から補助金等を受ける場合は、補助金等の対象項目別補助額を記載し
た補助金等申請書(写)又は決定通知書(写)

３

１１ 過去の１年間の決算報告書（写）

２ 障害者雇用状況（助添付様式第18号）

提　　出　　書　　類

・支援計画書に地域センターの承認印が
　押印されているものに限る。
・支援計画書を変更した場合は、変更さ
　れた内容(特に期間の変更の場合は、
　当該期間が判ることが必要です。)が
　判るものを補足添付のこと。
・２人目又は２回目以降の職場適応援助
　の実施に係る支給請求に当たっては、
　当該者に対する援助を実施する前日ま
　でに、変更承認申請書に添付して申請
　し、承認を受けた場合に支給請求が可
　能。この場合、支援計画書を変更して
　いる場合を除き、改めて支給請求書へ
　の添付は不要

５ 助成金の支給請求対象期間に係る職場適応援助者の賃金台帳（写）

決定していない場合は、支給請求時に添
付

４ 第２号職場適応援助者助成金支援実施状況及び活動実績報告書（助添付様式第44号）

申請事業主が社会福祉法人の場合に添付

注　意　事　項

第２号職場適応援助者による支援計画書（写）（助添付様式第43号）

４

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
支援対象となる障害者が「週15時間以上20時間未満」の精神障害者の場合
①雇用契約書(写)
②タイムカード等出勤簿(写)又は賃金台帳(写)(直近の１か月分)

１０
国等の公共機関から補助金等を受ける場合は補助金等の対象項目別補助額を記載した
補助金等申請書（写）又は決定通知書（写）

８

障害者助成金受給資格認定申請書(17)(様式第517号)
項　事　意　注類　　書　　出　　提

認定申請の手続に必要とする書類

７
賃金を支払ったことを証明する書類(写)
　①銀行振込金受取書(写)
　②銀行振込によっていない場合は、賃金台帳等に賃金の受領印のあるもの(写)

支給請求対象期間の最終月のみ添付する
こと

原則として賃金台帳(写)、賃金明細書
(写)であっても差し支えない。

６ 就業規則、賃金規程
変更がある場合にのみ添付(時間外割増
賃金の基礎となる賃金が明記されていな
い場合はそれを証明するもの)

１



メ モ



　お問い合わせ
☆　助成金を受給するためには、助成金ごとに定め
　 られた要件を満たす必要があります。
　　 助成金の詳しい内容につきましては、左記まで
　お問い合わせください。

 　助成金については当機構ホームページでも情報提供
　しております。
　（機構ホームページ　　http://www.jeed.or.jp/）

（Ｈ２２.５）
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